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研究成果の概要（和文）： 2000年以降、少年法は「少年も犯罪の責任を取るべき」との強い世論におされ厳罰
化してきた。しかし、少年の再非行を防止し社会の安全を確保するには、少年の個別的状況に合わせた幅広い処
遇の決定基準が必要である。この流れは、例えば、フランスにおいても歴史的事実として認められる。
　フランスでは、1942年法までは、条文上は弁識能力の有無により教育的措置が適用されてきた。しかし、実際
の運用は、少年の個別的状況に鑑み、教育的措置の必要性が判断されていた。さらに、上記影響から1945年法以
降は、法文上も、少年の個別的状況が教育的措置適用基準とされるに至った。
　

研究成果の概要（英文）：　From2000 year,The Juvenile　Act has been modified several times for 
responding tougher to juvenile delinquency.In this context, responses to juvenile delinquent are 
based on responsibility for crime.But to a prevent juvenile delinquency and assure an safety of 
society , the responses have to be decided on the personal needs of each juveniles.
 For example in French, before 1942 years the Juvenile Act provided that the protective measures 
were decided on a discernement.But in practice, these measures are decided on the personal 
situations.And from 1945 the Juvenile Act provides that the standard for an application of measures 
were the situations only. In Japan, a new standard is necessary to prevent juvenile delinquency  
effectively.
 

研究分野： 少年法

キーワード： 責任　処遇　弁識能力　個別的調査
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様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９－１、Ｚ－１９、ＣＫ－１９（共通） 

１．研究開始当初の背景 
 
 各国の状況を見る限り、非行少年を取り巻
く状況は①少年の成長発達権の保障を確立
しようとする方向と②少年の責任に基づく
厳しい対応を迫る方向という 2つの方向へと
変化し始めている。日本の立法レベルにおい
ては、比較的②の方向に沿った形での法改正
が進められてきている上、現在、同方向での
法律の改正が提案されている。しかしながら、
日本において②の方向での変化が妥当であ
るとの共通理解が得られているわけでは決
してない。①及び②の方向における相違は、
非行少年に対する対応およびその根拠にお
いて顕著に見ることができる。 
① 国際的動向：国連では、1924 年採択の
「子どもの権利宣言」をきっかけに、1989
年「子どもの権利条約」(1994 年日本批准)6
条において、成長発達権の保障が明記された。
これを受けて、いわゆる北京ルールズをはじ
めとする 3 つの国連規則はもちろん、欧州会
議準則でも、少年司法における少年の成長発
達権保障のための規定が明記された。 
国内の動向：判例において、平成 20 年 7 月
11 日最高裁第三小法廷決定において少年の
成長発達権から少年司法をとらえなおす必
要があることが明示された。このような流れ
は続いており、近年も、学会においても、日
本犯罪社会学会(2012 年第 39 回大会テーマ
セッション「少年事件の裁判員裁判」)および
日本司法福祉学会(2013 年第 32 回大会分科
会「児童養護施設における被虐待児の非行化
への対応──福祉と司法の協働に向けて」)
等、少年司法における非行少年の成長発達権
保障のための議論が重ねられている。 
この文脈において、少年の健全育成という理
念は、少年の成長発達権保障の観点からとら
え直され、ゆえに、司法による介入は教育的
なものでなければならないとされる。さらに、
司法は、少年の権利を保障するものとして機
能しなければならないとされる。 
② 他方で、2000 年に起こった酒鬼薔薇事
件をきっかけに、少年による特異な犯罪への
不安感、少年非行の粗暴化及び低年齢化言説
の流布、「イマドキの若者」に対する不安感
等がマスメディアを中心に強調されてきて
いる。この文脈においては、少年の健全育成
は、社会に害悪を及ぼさないよう少年の規範
意識を強化することで達成されるとされ、そ
のためには、厳しい対応も必要となる場面が
あるとされる。この際、少年の「責任」が対
応の根拠として挙げられる。少年法に関して
は、刑罰適用年齢の引下げ等、厳罰的な方向
での‘改正’が、2000 年以降 3 度行われ、
さらに、2013 年には、さらに不定期刑の刑
期引上げを可能とする改正も提案されてい
る。研究者の中にも、少年の責任の量と処遇
の適合量から、保護処分と刑罰の選択を行う
べきとの主張も現れている(佐伯仁志「少年法
の理念」猪瀬愼一郎ほか編『少年法の新たな

展開』(有斐閣 2001)35 頁)。 
このような 2つの方向からの状況変化の中

で、①の見解に立つ論者は、②の見解が主張
する「厳罰的対応」を、少年の成長発達権を
阻害するものとして厳しく批判する。しかし
ながら、そもそも、厳罰的対応がその根拠に
置くのは、「少年の責任」である以上、成長
発達権を根拠にした批判はかならずしも説
得的とは言い難い。他方で、後者の見解もま
た、厳罰的対応の根拠として少年の責任を挙
げるものの、これまで議論の蓄積のある「刑
事責任」との相違を含め、少年の責任とは何
かを明示していない。ゆえに、「厳罰的」対
応の妥当性も提示できていない。問題の根幹
は、そもそも「少年の責任」とは何か、そし
て、少年の責任が処遇および刑罰選択の根拠
たりうるのかが必ずしも明確に解明されて
いないことにあった。少年司法が、いかなる
方向に進むべきなのかが必ずしも定まらな
い中、厳罰的対応を推し進めていく法改正が
次々に行われることは大変に危険である状
況において、この点を掘り下げ解明していく
ことは、学術的に大変重要かつ緊急の課題で
あった。 
 
２．研究の目的 
❶日本の少年司法制度において、保護処分及
び刑事処分の賦課根拠や基準を明らかにす
る。 

従来保護処分基準とされてきた「要保護
性」概念が、少年の行為責任といかなる関係
にあるのかを検討する。 

そのために、少年司法制度において同じ
元主義をとるフランスにおける少年法制度
の歴史的考察を行い、日本の課題を浮き彫り
にするとともに、日本への示唆を得る。
❹日本の少年司法制度において、保護処分及
び刑事処分の新たな賦課基準を探る。 
 
３．研究の方法 
【平成 26 年度】検討に際しての基礎構築 
①資料収集：以下の収集先を中心に、資料を
網羅的に集める 
日本：金沢大学中央図書館・法学部図書館、
国内の各大学図書館、国立国会図書館等 
フランス：国立図書館(BNF)、並びに、Gallica
および ENAP のデータベースから、資料を取
得した。 
【平成 27 年度】具体的検討への着手[資料の
読み込みと考察] 
②フランスにおける議論状況の把握 
フランスにおける少年法の成立とその当時、
discernement がいかに議論されていたのか
について考察を行った。この際、フランスに
おける少年司法の理念がどのように変遷し
てきたのかをも視野に入れながら資料の整
理にあたった。 
③補充資料の収集 
 
【平成 28 年度】課題解決の提示 



④日法の検討 
 日本の少年法における要保護性概念と責
任概念との関係性に関する議論につき、改め
て、整理を行った。 
⑤フランスの検討 
 1912 年前後にフランス少年法の教育的措
置適用の基準がどのように決められていた
のかにつき、資料をもとに分析した。 
⑥少年司法保護局への聞取り調査。弁識能力
が実際の裁判の場面でどのように扱われて
いるのかにつき、聞取り調査を行った。 
 
【平成 29 年度】最終結果の検討と今後の研
究への発展 
⑦上記資料の検討から、日本における処分決
定基準のあり方について再考察を行った。 
⑧フランスにおける措置決定を支える個別
的調査について、フランスの少年司法保護局
へ聞取り調査を行った。実際の調査の内容や
方法を見分し、裁判への活かし方についても
話を聞いた。 
 
４．研究成果 
 成人の場合には、責任に基づき量刑が決定
される一方で、日本の少年司法においては、
処分の決定基準は、「要保護性」であるとさ
れてきた。 
 しかし、少年の責任を根拠に、2000 年以降
少年に対する対応が厳罰化され、学説におい
ても、少年の責任を、成人と同様にとらえる
見解が現れる等、一定の変化を見せている。 
 しかし、日本においては、従来の実務は、
成人で言う量刑の根拠となる責任は、「要保
護性」に解消されてきたと言わる。学説にお
いても、少年の責任が措定できるとしても、
それは、成人のものとは異なるものであると
されてきた。例えば、澤登俊雄は、少年の責
任は社会的責任であるという。そして、保護
処分を課す実質的責任として、少年の責任能
力を、「少年が内在化された行為規範に従っ
て行為したこと、つまり、少年の自己決定に
基づく行為によりコミュニケーションの相
手方の個人的生活利益を侵害し、自由社会の
根幹を危うくした結果について「応答可能性
があること」を意味する」と指摘する。した
がって、少年の責任は成人のような回顧的な
行為に対する責任ではなく、保護処分を受け
自らを成長させていくという将来展望的な
ものであると指摘する。高内寿男は、少年法
上における責任とは、保護処分を少年に強制
する根拠であるとする。つまり、保護処分を
受けるべき地位が少年法上の責任であると
する。しかし、この責任は要保護性から判断
されるべきであるとする。そして、この場合、
要保護性とは、「少年が、保護処分による矯
正教育を施すことによって、非行を克服し成
長発達を遂げる可能性がある」という観点か
らとらえることになるとする。また、葛野尋
之は、より端的に、非行を契機にして成長発
達権保障に向けて主体的に非行克服を援助

される「べき」地位が非行少年に関する少年
の法的「責任」であると定義する。このよう
に、犯罪少年に対する少年法上の責任概念を、
成人の責任概念として区別する必要がある
ことは学界において有力な多数説のままで
ある。 
 この様な問題状況において、犯罪少年への
対応の根拠や基準を外在的に検討するため、
フランスにおける弁識能力概念と教育的措
置との関係について検討を行った。 
 フランスにおいては、1810 年ナポレオン刑
法典において、弁識能力が無い少年について
は、刑罰を回避し、教育的措置を適用する旨
が定められた。さらに、少年犯罪の増加や低
年齢化に対応するために創設された 1912 年
の法律においても、13 歳以上 18 歳未満の少
年については、同様の状況にあった。すなわ
ち、1945 年に現在の少年法が創設されるまで、
弁識能力がないということが少年に対する
刑罰を回避し教育的措置を適用する根拠で
あったと言っていい。この弁識能力とは、善
悪を判断する能力と説明されている場合が
多い。そして、弁識能力は、犯罪の責任を構
成する一つの要素と考えられている。その意
味では、犯罪に対し、少年に刑罰を科すだけ
の責任能力が無いことが刑罰回避と教育的
措置適用の基準であったということできる。 
 しかし、実際には、少年の教育的措置適用
の必要性が、弁識能力の有無の判断に先立ち
行われていたことが明らかとなった。すなわ
ち、教育的措置適用の必要性を基準に、弁識
能力の有無が決定されていたということで
ある。刑罰回避と教育的措置の適用は、少年
の責任能力に基づくのではなく、少年の教育
的措置の必要性に応じで決定されていたと
いうことができる。 
さらに、重要なことは、教育的措置適用の

必要性を判断するにあたっては、少年の個別
的・家庭的状況から判断される必要があるこ
とも指摘されている。このような個別調査の
重要性は、その後、1912 年法以降の少年独自
の立法に引き継がれ、調査措置の確立へとつ
ながった。そして、1945 年以降は、調査や保
護措置を実施する専門の職員の充実へとつ
ながり、現在の少年司法保護局の創設に結実
する。 
このような運用は 1945 年まで継続され、

最終的には、1945 年の立法において、弁識能
力を基準とした教育的措置適用の有無とい
う判断方法は廃止され、少年の個別的状況に
応じて、教育的措置を優先的に適用すること
が明確に定められることになった。 
現行のフランス少年司法もまた、厳罰化の

傾向にあると言われている。刑罰に対する教
育の優先という原則は維持されているもの
の、法規定の中に刑罰適用の可能性を残し、
さらに、その可能性を拡大する法改正も進ん
できた。他方で、少年司法保護局は、少年の
保護と教育の実施に向け、尽力している。予
審の段階の調査においては、少年の非行背景



を理解し、最適な措置が実施できるよう調査
が行われる。この調査は、社会教育的情報の
収 集 (Recuei de renseignements 
socio-éducatifs：RRSE)という。RRSE は調査
票に従って行われるが、調査票には個別的、
家庭的、社会的、教育的状況を記述する欄が
設けてある。加えて、少年に対する最適な措
置について教育的提案が、少年司法保護局か
ら少年係判事へと提出される。また、予審段
階の調査では不十分な場合や再犯の場合な
どには、さらに詳しい調査として教育的調査
に関する司法的措置(mesure judiciaire d’
investigation educative:MJIE)が行われる。
MJIE では、少年司法保護局の職員である教育
士のほかに、臨床心理士やソーシャルワーカ
ー、必要に応じて、小児精神科医などが参加
し調査を進めていく。MJIE においては、家族
状況が詳細に記述される他、少年に対する教
育的提案も行われる。少年係判事は、RRSE 及
び MJIE に基づき、少年に対する措置を決定
していく。同時に、福祉的援助の必要性が生
じている場合には、その援助の実施も少年司
法保護局を通じて行っていく。 
この様なフランスの歴史的経緯は、日本の

厳罰的傾向に対する重要な示唆となる。少年
犯罪の増加や低年齢化が問題として指摘さ
れる中で、日本における厳罰的傾向において
は、少年への対応を少年の行為に対する非難
として構成しようとしている。しかし、フラ
ンスの歴史が指摘するように、少年の個別的
状況に応じた対応こそが、少年の再犯を予防
し、ひいては、社会の安全を確保することに
つながるということを示していると言える。 
 さらに、これまでの、犯罪少年に対する保
護処分決定基準である「要保護性」の不十分
さをも示すことができた。要保護性という基
準は、「保護処分」を決定する基準である。
日本においては、家庭裁判所の調査官により
行われる社会調査を通じて、犯罪少年の課題
全体を把握している。しかし、調査において
明らかとなった課題が、必ずしも、少年法に
規定されている保護処分のみで解決するわ
けではない。ここに、要保護性の限界がある
ことが明らかとなった。フランスのように、
少年の課題に応じた処遇や支援の全体的構
図の中で、保護処分の位置づけを改めて確認
し、決定する新たな根拠や基準が必要となる
ことが指摘できたことは本研究の大きな意
義である。また、新たな基準のあり方につき、
今後社会調査について改めて研究を行う必
要性が生じている。このように、少年司法制
度の全体的なあり方を改めて見直すための、
大きな一歩となる研究成果を得た。 
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